
嬉 裏 圭 麟斎彗 理 部 福 祉 課 特 別 :会 毒汁

取  り  扱  L ヽ  広 丁 親

(目 的 )        ,
' 第

1 条                十   ~

厚生院管理部福祉課特別会計(以下 特別会計)取り扱い内規 (以下
.ぃ

規)ャモぃ、!厚生瞬官理部揮祉課で率り扱う特別の金銭出納を管理する

ことを目的とする

が舞午ドちギ|
この特別会計の収入は、

あてる
一

(支 出 )

第3 条
この亀別会執の=出 昧 以下のtや lβ峰声み  Ⅲ Ⅲ ■1
① 福 祉課での業務遂行上、必要な物品を名古屋市会計で購入する

ことが困難な場合 ″……    Ⅲ 謝礼t謝金    十′
81 吉

昇
市会計

丁
支出困華

ゃ
、
弁償金

④ 福 祉課が企画、主催した施設昆差正研修

丹督千畳筈議言倍畳含骨岳尋雷暑羊腎骨告酵詈,法1漢↑必琴な場合
⑦ そ の他福祉課長が、必要と認めた事項

(管 理 )

第 4条   ・
' ‐

|・

は、福祉係長か待ヤく預金通帳で保管しヾ 現金この特別会計の管理十

保管はじない。また、出納簿管理をお
'こ

な
.う.

■ヽ,

f    '     r t

,   ,    1 :      Ⅲ」| 。 ,

i  Ⅲ
 Ⅲ l  l  l i …Ⅲ, こ    .

Ｉ

Ｌ

検

Ｍ

Ｆ

Ｉ



“(責 任 )

第5条
この特別会計は福社課長の責任とする

(附 則 )

第6条
この特別会計内規は、平成2年 4月 1日から施行する

本輸胞行してよろしいか何います
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福 祉 課
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